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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】端子カバーを端子台の上に押し込むだけで簡単
に装着でき、端子カバーを端子台から取り外す際には、
ドライバーなどの工具を使うことを条件に、簡単な操作
で端子カバーを取り外せるようにした端子カバーの取付
け構造を提供。
【解決手段】端子カバー６を装着する場合には、端子カ
バー６の差し込み凸部６ａ－１を端子台２の隔壁３に形
成した嵌合凹溝３ｃに嵌め合わせて端子カバー６を上方
から押し込む。これにより、前壁６ｃの係合爪６ｃ－１
が端子台２の背壁２ａの面上を摺動して係合段部２ｂに
スナップフィット結合される。そして、端子カバーを取
り外す際には、前記係合爪６ｃ－１と端子台の背壁２ａ
との間の隙間に上方からドライバーなどの工具を差し込
んで前壁６ｃを撓ませ、係合爪６ｃ－１のスナップフィ
ット結合を釈放した上で、端子カバー６を端子台２から
上方に引き抜く。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
器体ケースの両端に左右の隔壁で囲まれた端子台を設け、該端子台に端子部を設けた回路
遮断器の端子カバーであり、該端子カバーはモールド樹脂製の独立部品として、前記端子
部を覆うように端子台に上方から着脱可能に係止保持したものにおいて、
　前記端子カバーが、端子台の上面に嵌合する上壁と、端子台の隔壁外面に重なり合う側
壁と、上壁の先端からＬ字状に垂下し、細隙を隔てて端子台の背壁に対峙する撓み可能な
前壁からなり、かつ前記上壁の左右両端に差し込み凸部、また該凸部に対向して端子台の
隔壁内面に嵌合凹溝を形成するとともに、前記前壁には端子台の背壁に向けて突き出す係
合爪を形成し、また端子台の背壁には端子カバーの装着位置で前記係合爪とスナップフィ
ット結合する係合段部を形成したことを特徴とする回路遮断器の端子カバー。
【請求項２】
請求項１に記載の端子カバーにおいて、端子カバーの左右側壁を端子台の隔壁前端からさ
らに前方に突き出すよう延長した上で、端子台の隔壁と端子カバーの側壁との重なり面域
をそれぞれ肉薄に形成して重ね合わせたことを特徴とする回路遮断器の端子カバー。
【請求項３】
請求項２に記載の端子カバーにおいて、端子カバーの側壁と重なり合う端子台の隔壁外面
に上下方向に延在する係合凸部を形成するとともに、端子カバーの側壁には端子カバーの
装着位置で前記係合凸部に嵌まり合う上下方向の長穴を形成したことを特徴とする回路遮
断器の端子カバー。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、サーキットプロテクタ，配線用遮断器などを対象とする回路遮断器の端子
カバーに関し、詳しくは端子カバーの取付け構造に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように頭記の回路遮断器では、その器体ケースの両端に設けた端子台に電源側，
負荷側の主回路端子を配して外部の接続導体を接続するようにしており、回路遮断器の通
電状態で端子部に指が触れて感電するのを防止するために、端子台に附属品である端子カ
バーを装着するようにしている。
　一方、この端子カバーについては、着脱作業の利便性を考慮して端子カバーに片手を掛
けるだけで簡単に着脱できるようにした端子カバーの取付け構造が知られており（例えば
、特許文献１参照）、次にその端子カバーの構造を図４，図５に示す。
　図４，図５において、１は回路遮断器（３極回路遮断器）の器体ケース、２は器体ケー
ス１の端部に構成した端子台、３は端子台２の隔壁、４は端子台２に引き出した主回路端
子、４ａは端子ねじ、５は端子台２に装着して前記端子４と端子ねじ４からなる端子部を
覆う樹脂成形品からなる端子カバーである。ここで、前記隔壁３の上面には端子カバー５
の脚部（後記する）を差し込み支持する角穴３ａが、また前端面にはスナップフィットの
係合段部３ｂが形成されている。一方、端子カバー５は前記端子台２の上面および前面を
覆う形状で、その上壁の内側には端子台２の隔壁３に形成した前記角穴３ａ，係合段部３
ｂにそれぞれ対向して脚部５ａ，係合爪部５ｂが形成されている。
【０００３】
　上記構成で、端子カバー５を器体ケース１の端子部２に装着するには、端子台２の上方
から前記脚部５ａを角穴３ａに差し込んで押し込む。これにより、係合爪部５ｂが端子台
２の隔壁３の前端面を摺動しながら係合段部３ｂにスナップフィット結合され、図４で示
すように端子カバー５が装着位置に係止保持される。
　一方、端子台２から端子カバー５を取り外す場合には、端子カバー５の前壁に手を掛け
、図５の矢印Ｐ方向に力を加えて端子カバー５を撓ませる。これにより、端子カバー５は
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脚部５ａを支点に前方斜めに傾いて係合爪部５ｂが端子台２の隔壁３の係合段部３ｂから
外れ、そのまま端子カバー５を引き上げることで端子台２から抜き取ることができる。
【特許文献１】特許第３６６４０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した従来構造の端子カバーは、片手操作で簡単に着脱できる利便性があるものの、
工具などを使わずに端子カバーに手を掛けるだけで簡単に外れることは感電防止の安全性
確保の面からは問題がある。
　そこで、この発明は、端子カバーの装着時には工具を使わずに端子カバーを端子台の上
に押し込むだけで簡単に装着でき、また端子カバーを端子台から取り外す際には、ドライ
バー（マイナスのネジ回し）などの工具を使うことを条件に、工具の簡単な押込み操作で
係止を解除して端子カバーが抜き取れるようにし、さらに複数台の回路遮断器を左右に並
置して制御盤などの盤内に設置する場合には、回路遮断器の器体ケースを左右に密着して
配置した状態でも隣接する回路遮断器の端子導体間に充分な絶縁距離が確保できるように
構造を改良した回路遮断器の端子カバーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、この発明によれば、器体ケースの両端に左右の隔壁で囲ま
れた端子台を設け、該端子台に端子部を設けた回路遮断器の端子カバーであり、該端子カ
バーはモールド樹脂製の独立部品として、前記端子台を覆うように上方から着脱可能に係
止保持したものにおいて、
　前記端子カバーが、端子台の上面に嵌合する上壁と、端子台の隔壁外面に重なり合う側
壁と、上壁の先端からＬ字状に垂下し、細隙を隔てて端子台の背壁に対峙する撓み可能な
前壁からなり、かつ前記上壁の左右両端に差し込み凸部、また該凸部に対向して端子台の
隔壁内面に嵌合凹溝を形成するとともに、前記前壁には端子台の背壁に向けて突き出す係
合爪を形成し、また端子台の背壁には端子カバーの装着位置で前記係合爪とスナップフィ
ット結合する係合段部を形成する（請求項１）。
　また、複数台の回路遮断器を左右に並置して使用する場合に、隣接する回路遮断器との
間で充分な絶縁距離を確保し、さらに端子カバーの係止保持機能を高めるために、前記構
成の端子カバーを次記のような態様で構成することができる。
（１）端子カバーの左右側壁を端子台の隔壁前端からさらに前方に突き出すよう延長した
上で、端子台の隔壁と端子カバーの側壁との重なり面域をそれぞれ肉薄に形成し、カバー
の装着状態で端子カバーの側壁が回路遮断器の器体ケースの側面からはみ出さないように
重ね合わせる（請求項２）。
（２）端子カバーの側壁と重なり合う端子台の隔壁外面に上下方向に延在する係合凸部を
形成するとともに、端子カバーの側壁には端子カバーの装着位置で前記係合凸部に嵌まり
合う上下方向の長穴を形成する（請求項３）。
【発明の効果】
【０００６】
　上記の構成において、端子カバーを回路遮断器の端子台に装着するには、工具などを使
わずに端子カバーを上方から端子台に手動で押し込むだけで簡単に係止装着できる。しか
も、この装着状態では、端子カバーに手を掛けて無理やり引き外そうとしても、前壁の係
合爪と端子台の背壁の係合段部との係合状態を解除することができないので安全である。
　一方、端子カバーを端子台から取り外す場合には、端子カバーの前壁と端子台の背壁と
の間の隙間に上方からドライバーなどの工具を押し込んで前壁を撓ませる。これにより、
前壁の係合爪と端子台の背壁に形成した係合段部との間のスナップフィット結合が解除さ
れて端子カバーを簡単に端子台から上方に引き抜くことができる。
　また、端子カバーの側壁を端子台の隔壁前縁より前方に突き出すように延長することで
、複数台の回路遮断器を左右に並置して盤内に設置した使用状態でも、隣接する回路遮断
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器の端子導体間に充分な絶縁距離（沿面距離）を確保できる。さらに、端子台の隔壁と端
子カバーの側壁の重なり面域を薄肉に形成して内外に重ね合わせるようにしたことにより
、端子カバーの側壁が回路遮断器の器体ケースの側面からはみ出すことがなく、これによ
り複数台の回路遮断器を左右に密着させた状態に重ねて並置することができる。なお、端
子導体に外部配線（例えば圧着端子付きの電線）を接続する場合には、端子カバーを取り
外して作業を行うので、端子台の隔壁から前方に延在する端子カバーの側壁が配線の接続
作業を邪魔するおそれはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、この発明の実施の形態を図１～図３に示す実施例に基づいて説明する。なお、図
１は端子カバー６を回路遮断器の端子台２に装着する前の状態を表す斜視図、図２は端子
台２に端子カバー６を装着した状態を表す図、図３は端子カバー６の着脱操作の説明図で
ある。
　この実施例における端子カバー６は、器体ケース１の両端に設けた端子台２にそれぞれ
装着されるものであり、回路遮断器の器体ケース１に形成した端子台２の上に嵌合してそ
の上面を塞ぐ上壁６ａと、端子台２の隔壁３の外面に一部が重なり合う側壁６ｂと、上壁
６ａの先端からＬ字状に垂下して端子台２の背壁２ａに対峙させた撓み可能な前壁６ｃと
からなり、後記のようにこの端子カバー６を端子台２に上方から嵌め込んで装着位置に係
止保持する。なお、前記前壁６ｃは、端子カバー６の装着位置で端子台の背壁２ａとの間
に狭い間隙を隔てて対峙するようにしている。
　ここで、前記の上壁６ａは、端子台２に引出した主回路端子４と対向する部位を箱形に
形成してここに導通確認用の検電棒の挿入穴を開口するとともに、前記箱形部の左右壁に
連ねてその前部側には端子カバー６の差し込みガイドとして機能する凸部６ａ－１が両側
に形成されている。また、側壁６ｂの横幅は、端子台２への装着位置で隔壁３の端縁より
もさらに前方に突き出して延在するように設定し、かつ端子台２の隔壁３との重なり面域
を薄肉部６ｂ－１として、薄肉部６ａ－１の面域には後記する端子台の隔壁３に形成した
係合突起３ｅに嵌合する上下方向の長穴６ｂ－２が開口している。さらに撓み性を持たせ
た前壁６ｃには端子台２の背壁２ａに向けて突き出す係合爪６ｃ－１が形成されている。
【０００８】
　一方、前記構成の端子カバー６が装着される端子台２には、端子カバー２を装着位置に
係止保持するために次のような係合部が形成されている。すなわち、端子台２の背壁２ａ
には、端子カバー６の前壁６ｃに形成した前記係合爪６ｃ－１とスナップフィット結合す
る係合段部２ｂが形成されている。また、端子台２を画成する左右隔壁３の内壁面には、
端子カバー６の上壁６ａに形成した差し込み凸部６ａ－１に対応する嵌合凹溝３ｃが形成
されている。さらに、隔壁３には端子カバー６の側壁６ｂとの重なり面域に薄肉部３ｄを
形成した上で、この薄肉部３ｄの前縁部位には上下方向に延在するリブ状の係合突起３ｅ
が形成されている。なお、図１において、７は回路遮断器の開閉操作ハンドルである。
　次に、前記の端子カバー６を端子台２に着脱する際の作業手順について説明する。まず
、端子カバー６を装着する場合には、図１の図示位置から端子カバー６の差し込み凸部６
ａ－１を端子台２の隔壁３に形成した嵌合凹溝３ｃに嵌め合わせて端子カバー６を上方か
ら押し込む。これにより、前壁６ｃの係合爪６ｃ－１が端子台２の背壁２ａの面上を摺動
して係合段部２ｂにスナップフィット結合される（図３（ａ）参照）。同時に端子カバー
６の側壁６ｂに開口した長穴６ｂ－２が端子台２の隔壁３に形成した係合突起３に嵌合し
て端子カバー６が図２（ａ），（ｂ）で表す装着位置に係止保持される。なお、この状態
では端子台２の隔壁３に形成した薄肉部３ｄと端子カバー６の側壁６ｂに形成した薄肉部
６ｂ－１とが内外に重なり合うので、端子カバー６の側壁６ｂが回路遮断器の器体ケース
１の外壁面から側方に段状に張り出すことなしに、図２（ｂ）で表すように面一に並ぶ。
【０００９】
　この端子カバー６の装着状態では、端子カバーの側壁６ｂが端子台２の隔壁３の前端よ
りも前方に突き出して延在する。これにより、複数台の回路遮断器を左右に並置して制御
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盤などの盤内に設置した場合に、隣接する回路遮断器との間で主回路端子４の相互間に充
分な絶縁距離（沿面距離）を確保できる。また、前記のように端子カバー６の側壁６ｂが
回路遮断器の器体ケース１の側面から側方にはみ出すことがないので、余分な設置スペー
スを占有せずに隣接する各回路遮断器の器体ケース１を密着した状態に配列して盤内に設
置することが可能となる。
　また、端子カバーの装着状態（図２参照）では、図５で述べたように端子カバーに手を
掛けて取り外そうとしても、先記した端子カバー６の係合爪６ｃ－１，長穴６ｂ－２がそ
れぞれ端子台２の係合段部２ｂ，隔壁３の係合突起３ｅに係止されているで、端子カバー
６が装着位置から抜け出るおそれはない。
　次に、実施例の端子カバー６を取り外す正規の作業手順を図３（ｂ）で説明する。すな
わち、端子カバー６を取り外す際には、図示のように端子カバー６の上方から端子カバー
６の前壁６ｃと端子台２の背壁２ａとの間の隙間にドライバー（マイナス型ネジ回しの工
具）８の先端を差し込んで押し込む。これにより、前壁６ｃが図示矢印方向に撓んで係合
爪６ｃ－１が端子台の背壁２ａに形成した係合段部２ｂから離脱して両者間のスナップフ
ィット結合が解除される。この係止解除状態になると、手動で端子カバー６を端子台２か
ら上方に引き抜くことができる。
【００１０】
　上記のように、端子カバー６を取り外すには、ドライバー８などの工具を使用すること
が必要となるので誤って端子カバー６を外すミスが未然に防げ、これにより安全度の高い
フィンガー・プロテクション機能を維持できる。しかも、端子カバー６の取り外しは、ド
ライバー８などの工具を前記隙間に押し込むだけの簡単な操作で係合爪６ｃ－１の係止状
態を解除できる利便性が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施例による端子カバーを回路遮断器の端子台に装着する前の状態を
表す構成斜視図
【図２】図１の端子カバーを端子台に装着した状態の組立構造図で、（ａ）は縦断面図、
（ｂ）は（ａ）の平面図
【図３】図２におけるＡ部の拡大断面図で、（ａ），（ｂ）はそれぞれ端子カバーの装着
状態，係止解除操作の状態を表す図
【図４】従来例の端子カバーの取付構造図で、端子カバーを回路遮断器の端子台に装着す
る前の状態を表す斜視図
【図５】図４における端子カバーの装着状態を表す部分断面図
【符号の説明】
【００１２】
　１　　回路遮断器の器体ケース
　２　　端子台
　２ａ　背壁
　２ｂ　係合段部
　３　　隔壁
　３ｃ　嵌合凹溝
　３ｄ　薄肉部
　３ｅ　係合突起
　６　　端子カバー
　６ａ　上壁
　６ａ－１　凸部
　６ｂ　側壁
　６ｂ－１　薄肉部
　６ｂ－２　長穴
　６ｃ　前壁
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　６ｃ－１　係合爪
                                                                                

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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